
指針の対象（畜産）

【畜産食品】 【人】

【農場】 【食品】【水】

食品が介在しない場合：評価対象外
（例：接触感染、汚染された用具等を媒介した直接的な感染）

水を介した薬剤耐性菌の伝播：評価対象外
その汚染状況等の科学的評価を行うのに十分な情報及び知見が十分に蓄積されておらず、水を介した薬剤
耐性菌の伝播を評価することは非常に困難であるため。
（例：農場の近隣の河川水や井戸水を介した伝播）

【畜産動物】

（参考資料１）
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指針の対象（水産）

（案）
水圏を介した薬剤耐性菌の
伝播：
投与の影響を受ける範囲は
対象

【水産食品】 【人】【養殖水産動物】

【投与の影響を受ける水圏】【水】

食品が介在しない場合：評価対象外
（例：接触感染、汚染された用具等を媒介した直接的な感染）

【その他の環境】
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【投与の影響を受けない水圏】

【食品】

（参考資料１）
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